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本
会
の
国
松
誠
会
長
（
藤
沢
市

議
会
議
長
）
ら
地
方
六
団
体
代
表

は
９
月
２５
日
、
総
務
省
内
で
開
か

れ
た
「
地
方
財
政
に
関
す
る
総
務

大
臣
・
地
方
六
団
体
会
合
」
に
出

席
。
�
平
成
１９
年
度
の
地
方
財
政

の
課
題
�
新
型
交
付
税
の
導
入
�

新
し
い
地
方
財
政
再
生
制
度
―――

の
説
明
を
自
治
財
政
局
長
か
ら
受

け
た
の
ち
、
竹
中
平
蔵
・
総
務
大

臣
ら
と
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

�
の
「
平
成
１９
年
度
の
地
方
財

政
の
課
題
」
で
は
、
三
位
一
体
の

改
革
の
成
果
を
踏
ま
え
、
国
の
関

与
や
国
庫
補
助
負
担
金
の
廃
止
・

縮
小
、
税
源
配
分
の
見
直
し
等
に

よ
り
、
新
た
な
地
方
分
権
制
度
改

革
を
推
進
す
る
ほ
か
、
地
方
一
般

財
源
の
総
額
確
保
等
を
推
進
す
る

と
し
て
い
る
。�

の
「
新
型
交
付
税

の
導
入
」で
は
、基
本
的

な
考
え
方
と
し
て
、
▽

「
国
の
基
準
づ
け
が
な

い
、
あ
る
い
は
弱
い
行

政
分
野
」
か
ら
新
型
交

付
税
を
導
入
▽
人
口
規

模
や
土
地
の
利
用
形
態

に
よ
る
行
政
コ
ス
ト
差

を
反
映
▽
離
島
や
過
疎

な
ど
真
に
配
慮
が
必
要

な
地
方
団
体
に
対
応
す

る
仕
組
み
を
確
保
―――

な
ど
が
提
示
さ
れ
た
。

�
の
「
新
し
い
地
方

財
政
再
生
制
度
」で
は
、

よ
り
早
い
段
階
か
ら
財

政
の
健
全
化
を
図
る
た

め
の
早
期
是
正
ス
キ

ー
ム
導
入
な
ど
、具

体
的
な
枠
組
み
の
概

要
が
提
示
さ
れ
た
。

こ
の
ほ
か
当
日

は
、
翌
２６
日
の
小
泉
内
閣
総
辞
職

に
伴
い
、
竹
中
大
臣
が
総
務
大
臣

の
職
を
辞
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

会
合
の
冒
頭
で
六
団
体
を
代
表
し

麻
生
渡
・
全
国
知
事
会
会
長
（
福

岡
県
知
事
）
が
、
こ
れ
ま
で
の
地

方
分
権
改
革
に
対
す
る
竹
中
大
臣

の
尽
力
に
対
し
、
謝
辞
を
述
べ
た
。

分分
権権
改改
革革
推推
進進
法法
のの

早早
期期
制制
定定
をを
―
―

六六
団団
体体

本
会
な
ど
地
方
六
団
体
は
９
月

１５
日
、
竹
中
平
蔵
・
総
務
大
臣
に

対
し
、
「
地
方
分
権
改
革
推
進
法

（
仮
称
）
の
早
期
制
定
に
つ
い
て
」

�
左
�
要
請
を
行
っ
た
。

当
日
は
、
六
団
体
を
代
表
し
、

麻
生
渡
・
全
国
知
事
会
会
長
（
福

岡
県
知
事
）
と
佐
藤
清
吉
・
全
国

市
長
会
副
会
長（
角
田
市
長
）が
、

六
団
体
で
取
り
ま
と
め
た
同
法
の

骨
子
案
を
竹
中
大
臣
へ
示
し
、
早

期
制
定
へ
の
理
解
を
求
め
た
。

骨
子
案
で
は
、
同
法
の
基
本
理

念
等
を
示
し
た
う
え
で
、
▽
内
閣

府
に
「
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員

会
」
を
設
置
▽
同
委
員
会
が
「
地

方
分
権
改
革
推
進
計
画
」
の
原
案

を
作
成
し
内
閣
総
理
大
臣
へ
勧
告

▽
政
府
が
同
委
員
会
か
ら
勧
告
を

受
け
同
計
画
を
作
成
―――
な
ど
に

つ
い
て
提
言
し
て
い
る
。

骨
子
案
は
、
本
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
。

竹中大臣との会合に出席する国松会長（左手前）ら地方六団体代表

「地方分権改革推進法（仮称）」の早期制定について

国においては、安全保障をはじめ日本国としてのあり方等の課題が山

積しており、国際的な競争や協調などの国家戦略の立案と実践に力を集

中していくことが不可欠である。内政面では、教育、福祉、まちづくりな

どの課題が山積し、地方にできることは地方が担い責任を持つ地方分権

改革をさらに推進することが、新しい国のかたちとして求められている。

地方が元気にならなければ日本全体の建て直しも実現できない。

地域力を活かして、多様な地方をよみがえらせる必要がある。

未来の創造に自由に挑戦できる環境と気概を地域にもたらす地方分権

改革の実現が必要である。

しかし、これまでの改革においては、国と地方の役割分担は整理され

ておらず、依然として国と地方の二重行政による大きな無駄がある。地

方分権改革の推進こそが、国・地方を通じた最大の行財政改革となる。

そのためには、役割分担に基づく事務事業・権限の移譲、国による関

与・義務づけの廃止・縮小のほか、税財源の移譲と国庫補助負担金の原

則廃止などの改革が不可欠である。

「基本方針２００６」においては、地方分権に向けた関係法令の一括した

見直し等が盛り込まれたところであり、総理の強力なリーダーシップの

下、地方分権改革を積極的に進めるため、「地方分権の推進に関する意

見書（平成１８年６月７日）」の実現に向けて、地方分権改革推進のため

の新法を速やかに制定し、第２期の地方分権改革の歩みを力強く踏み出

すことを要請する。

ついては、地方六団体として「地方分権改革推進法（仮称）」に盛り

込むべき事項を、別紙のとおりとりまとめたので、趣旨をご理解の上、

その実現に向けて真摯に対応をしていただきたい。

平成１８年９月１５日 地方六団体

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

第1629号９月２５日平成18年
（2006年）

新新
たた
なな
分分
権権
制制
度度
改改
革革
推推
進進
なな
どど

地方六団体

竹
中
総
務
大
臣
と
意
見
交
換

大竹 邦実

（１） 平成１８年９月２５日 第１６２９号
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前
号
に
引
き
続
き
、
７
月
中
旬
以
降
に
開
か
れ
た
本
会
の
各
委
員

会
で
行
わ
れ
た
講
演
要
旨
を
掲
載
し
ま
す
。

１
�
新
し
い
農
業
政
策

農
林
水
産
省
で
は
、
１７
年
３
月

の「
新
た
な
食
料
・
農
業
・
農
村
基

本
計
画
」
の
閣
議
決
定
を
受
け
、

同
年
１０
月
に
「
経
営
所
得
安
定
対

策
等
大
綱
」
を
取
り
ま
と
め
た
。

同
大
綱
は
、
「
品
目
横
断
的
経

営
安
定
対
策
」を
中
心
と
し
、「
米

政
策
改
革
推
進
対
策
」
「
農
地
・

水
・
環
境
保
全
向
上
対
策
」
に
よ

り
構
成
さ
れ
る
も
の
。
食
料
の
安

定
供
給
や
国
土
・
自
然
環
境
の
保

全
等
を
図
る
た
め
、
多
様
な
構
成

員
か
ら
な
る
地
域
農
業
を
「
担
い

手
」
中
心
の
農
業
へ
再
編
成
す
る

こ
と
な
ど
を
目
指
し
、
１９
年
か
ら

実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

２
�
品
目
横
断
的
経
営
安
定
対
策

「
品
目
横
断
的
経
営
安
定
対

策
」
で
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
農
業
交
渉
に

よ
る
国
際
規
律
の
強
化
な
ど
に
対

応
で
き
る
よ
う
、
施
策
対
象
で
あ

る
担
い
手
を
明
確
化
し
、
経
営
の

安
定
を
図
る
対
策
へ
転
換
す
る
。

具
体
的
に
は
、
施
策
の
対
象
を

従
来
の
「
品
目
別
」
か
ら
「
担
い

手
の
経
営
全
体
」
へ
と
転
換
。
市

場
で
顕
在
化
し
て
い
る
諸
外
国
と

の
生
産
条
件
格
差
を
是
正
す
る
た

め
、
各
経
営
体
の
過
去
の
生
産
実

績
に
基
づ
く
直
接
支
払
い
制
度
を

導
入
す
る
。

同
対
策
が
定
め
る
担
い
手
は
、

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
に
基

づ
く
認
定
農
業
者
や
特
定
農
業
団

体
等
で
、
一
定
規
模
以
上
の
面
積

要
件
を
満
た
す
者
。
た
だ
し
、
同

対
策
を
講
じ
る
こ
と
で
、
小
規
模

農
家
を
切
り
捨
て
よ
う
と
す
る
も

の
で
は
な
い
。

米
麦
中
心
の
専
業
農
家
で
は
、

一
定
以
上
の
経
営
規
模
が
な
い
と

所
得
面
で
折
り
合
わ
な
い
た
め
、

面
積
基
準
を
設
け
て
い
る
。
し
か

し
、
面
積
が
基
準
未
満
の
小
規
模

農
家
で
あ
っ
て
も
、
集
落
で
一
つ

の
農
場
を
営
む
こ
と
で
支
援
対
象

と
す
る
な
ど
の
道
を
残
し
て
い
る

ほ
か
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
特

例
も
設
定
可
能
と
し
て
い
る
。

３
�
米
政
策
改
革
推
進
対
策

「
米
政
策
改
革
推
進
対
策
」
で

は
、
従
来
か
ら
講
じ
ら
れ
て
い
る

「
産
地
づ
く
り
対
策
」
「
集
荷
円

滑
化
対
策
」
等
に
つ
い
て
、
品
目

横
断
的
経
営
安
定
対
策
と
の
整
合

性
を
図
り
つ
つ
、
１９
年
度
予
算
概

算
要
求
の
決
定
時
ま
で
に
所
要
の

見
直
し
を
図
る
も
の
と
す
る
。

現
在
、
施
策
の
対
象
者
で
あ
る

生
産
調
整
実
施
者
に
対
し
、
引
き

続
き
支
援
す
る
た
め
の
準
備
を
進

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

４
�
農
地
・
水
・
環
境
保
全
向
上

対
策地

域
の
共
同
活
動
に
よ
り
、
農

地
・
農
業
用
水
等
の
資
源
や
環
境

の
保
全
向
上
を
図
る
取
組
み
を
国

と
地
方
で
支
援
す
る
「
農
地
・
水

・
環
境
保
全
向
上
対
策
」
を
導
入

す
る
。
同
対
策
の
財
政
負
担
割
合

は
国
が
２
分
の
１
、
都
道
府
県
・

市
町
村
が
そ
れ
ぞ
れ
４
分
の
１
。

た
だ
し
、
地
方
財
政
が
非
常
に

厳
し
い
中
で
の
実
施
の
た
め
、
地

方
の
側
か
ら
も
地
方
財
政
措
置
に

つ
い
て
、
総
務
省
へ
の
働
き
掛
け

を
お
願
い
し
た
い
。

１
�
地
域
団

体
商
標
と
は

「
地
域
名
」

と
「
商
品
名
」

を
組
み
合
わ

せ
て
商
標
登

録
を
行
う
制

度
が
「
地
域

団
体
商
標
」

で
あ
る
。
商

標
法
が
改
正

さ
れ
本
年
４

月
１
日
か
ら

施
行
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
制
度
運
用
が
始
ま

っ
た
。

同
制
度
に
基
づ
き
団
体
商
標
登

録
を
受
け
る
と
、
地
域
の
事
業
者

は
共
同
し
て
、
地
域
の
商
品
や
サ

ー
ビ
ス
等
に
共
通
の
ブ
ラ
ン
ド
を

付
し
、
市
場
に
提
供
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
他
地

域
と
の
差
別
化
を
図
り
、
消
費
者

に
訴
求
す
る
効
果
が
得
ら
れ
る
。

従
来
の
商
標
制
度
で
は
、
「
地

域
名
」
と
「
商
品
名
」
を
組
み
合

わ
せ
て
登
録
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
っ
た
。「
夕
張
メ
ロ
ン
」「
西
陣

織
」
等
は
、
全
国
的
に
知
ら
れ
て

い
た
た
め
例
外
的
に
登
録
で
き
た

が
、
地
域
団
体
商
標
制
度
が
確
立

す
る
ま
で
は
、
全
国
的
な
知
名
度

を
獲
得
す
る
ま
で
の
間
、
地
域
ブ

ラ
ン
ド
を
商
標
登
録
す
る
こ
と
が

不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、

地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
他
者
に
よ
る
便

乗
使
用
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
市

場
か
ら
排
除
で
き
ず
に
い
た
。

こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
払
拭
す

る
た
め
「
地
域
名
」
と
「
商
品
名
」

の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
商
標

を
、
よ
り
早
い
段
階
で
団
体
商
標

登
録
す
る
こ
と
で
地
域
ブ
ラ
ン
ド

の
便
乗
使
用
を
排
除
し
、
事
業
者

が
安
心
し
て
事
業
活
動
を
行
い
得

る
よ
う
、
地
域
団
体
商
標
制
度
が

導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

２
�
団
体
商
標
の
登
録
と
効
果

登
録
に
当
た
っ
て
は
従
来
の
要

件
を
緩
和
し
、
商
品
等
が
隣
接
す

る
都
道
府
県
に
認
知
さ
れ
て
い
れ

ば
出
願
可
能
と
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
出
願
で
き
る
者
は
「
農
業
協

同
組
合
」
や
「
事
業
協
同
組
合
」

等
の
特
別
の
法
律
に
よ
っ
て
設
立

さ
れ
た
法
人
に
限
っ
て
い
る
。

商
標
登
録
を
受
け
る
と
商
標
権

者
は
、
他
人
に
よ
る
商
標
の
便
乗

使
用
が
あ
っ
た
場
合
、
▽
使
用
の

差
止
め
請
求
▽
商
標
が
付
さ
れ
た

商
品
や
製
造
設
備
の
廃
棄
請
求
▽

商
標
権
者
に
生
じ
た
損
害
賠
償
請

求
―
―
を
講
じ
る
こ
と
で
地
域
ブ

ラ
ン
ド
の
保
護
を
図
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
。

３
�
出
願
に
当
た
っ
て

地
域
団
体
商
標
の
受
付
開
始

後
、
同
じ
地
域
内
の
競
合
す
る
組

合
か
ら
重
複
し
て
商
標
を
出
願
す

る
ケ
ー
ス
が
発
生
し
た
。
申
請
を

受
付
け
る
と
特
許
庁
で
は
審
査
を

開
始
す
る
が
、
当
庁
の
審
査
官
だ

け
で
は
地
域
の
状
況
や
特
殊
事
情

を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
。

団
体
商
標
の
出
願
に
当
た
り
、

地
元
で
競
合
す
る
可
能
性
が
あ
る

場
合
、
紛
争
の
火
種
と
な
ら
な
い

よ
う
共
同
で
出
願
す
る
な
ど
の
調

整
に
つ
い
て
、
皆
さ
ま
方
の
お
力

添
え
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ

る
。ま

た
、
団
体
商
標
登
録
を
受
け

る
と
、
そ
れ
だ
け
で
商
品
等
が
売

れ
る
と
錯
覚
す
る
事
業
者
が
少
な

か
ら
ず
存
在
す
る
。
商
標
登
録
が

で
き
て
も
、
そ
れ
で
品
質
が
保
証

さ
れ
た
訳
で
な
く
、
真
の
ブ
ラ
ン

ド
へ
育
て
る
に
は
登
録
後
の
努
力

が
重
要
。
商
標
登
録
は
手
段
で
あ

り
、
登
録
が
目
的
と
な
ら
な
い
よ

う
認
識
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
７
月
２５
日
の
産
業
経
済
委
員
会

で
の
講
演
よ
り
）

本会

各各
委委
員員
会会
でで
のの
講講
演演
要要
旨旨
�３�

産
業
経
済
委
員
会

新
し
い
農
業
政
策

農
林
水
産
省
大
臣
官
房
企
画
評
価
課
長

今
井

敏
氏

地域ブランドの権利化と
地域経済の活性化
特許庁審査業務部商標課

商標審査企画官 末武 久佳氏
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１
�
市
町
村
合
併
の
背
景

市
町
村
合
併
を
推
進
す
る
背
景

に
は
、
▽
地
方
分
権
の
推
進
▽
少

子
高
齢
化
の
進
展
▽
広
域
的
な
行

政
需
要
が
増
大
▽
行
政
改
革
の
推

進
―
―
が
要
因
と
し
て
存
在
し
て

い
る
。

地
方
分
権
の
推
進
に
つ
い
て

は
、
１１
年
７
月
に
地
方
分
権
一
括

法
が
成
立
し
た
こ
と
に
伴
い
、
自

己
決
定
・
自
己
責
任
の
ル
ー
ル
に

基
づ
く
行
政
シ
ス
テ
ム
の
確
立
が

図
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
地
方

公
共
団
体
は
自
主
性
に
基
づ
く
地

域
間
競
争
の
時
代
へ
突
入
し
、
個

性
あ
る
多
様
な
行
政
施
策
を
展
開

す
る
た
め
、
権
限
・
財
源
・
人
材

に
つ
い
て
一
定
の
規
模
や
能
力
の

確
保
が
必
要
と
な
っ
た
。

ま
た
、
少
子
高
齢
化
の
進
展
に

伴
い
、
今
後
、
市
町
村
が
提
供
す

る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
を
確
保

す
る
に
は
、
あ
る
程
度
の
人
口
集

積
を
図
る
必
要
が
生
じ
た
。

こ
の
ほ
か
、
人
々
の
日
常
生
活

圏
が
拡
大
す
る
の
に
伴
い
、
市
町

村
の
区
域
を
越
え
た
広
域
的
な
行

政
需
要
が
増
大
し
て
お
り
、
新
た

な
市
町
村
経
営
の
単
位
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
中
、
国
と
地
方
は
極
め
て

厳
し
い
財
政
状
況
下
に
置
か
れ
て

お
り
、
よ
り
一
層
の
簡
素
で
効
率

的
な
行
財
政
運
営
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
公
務
員
の
総
人
件
費
改
革

や
公
共
サ
ー
ビ
ス
改
革
等
に
つ
い

て
、
更
な
る
行
政
改
革
の
推
進
を

図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
諸
課
題
に
対
応
し
、

基
礎
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
の
行

財
政
基
盤
を
強
化
す
る
た
め
、
市

町
村
合
併
の
推
進
は
必
要
不
可
欠

と
な
っ
て
い
る
。

２
�
合
併
の
推
進
状
況

１１
年
３
月
３１
日
の
時
点
で
３
２

３
２
団
体
で
あ
っ
た
市
町
村
数

は
、
合
併
の
推
進
に
よ
り
１８
年
３

月
３１
日
ま
で
に
１
８
２
１
団
体
へ

と
減
少
。
１９
年
１
月
２９
日
に
は
１

８
１
５
団
体
と
な
る
予
定
で
あ

り
、
６
割
超
の
団
体
が
合
併
の
道

を
選
ん
だ
こ
と
に
な
る
。

市
町
村
の
規
模
も
１
団
体
当
た

り
の
平
均
人
口
が
、
１１
年
３
月
３１

日
の
時
点
で
３
万
６
３
８
７
人
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、
１９
年
１
月
２９

日
に
は
６
万
５
７
１
６
人
へ
と
、

ほ
ぼ
倍
増
す
る
予
定
と
な
っ
て
い

る
。し

か
し
、
都
道
府
県
ご
と
の
状

況
に
目
を
移
す
と
、
市
町
村
数
の

減
少
率
５０
％
以
上
の
県
が
２０
県
に

も
上
る
一
方
で
、
東
京
都
、
大
阪

府
、
神
奈
川
県
の
３
都
府
県
で
は

減
少
率
が
１０
％
未
満
に
と
ど
ま
っ

て
お
り
、
都
市
部
で
の
合
併
状
況

が
芳
し
く
な
い
。

都
市
部
の
団
体
は
、
多
く
の
人

口
を
抱
え
て
お
り
、
行
財
政
基
盤

に
対
す
る
危
機
感
を
抱
き
に
く
い

こ
と
が
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
都
市
部
ほ
ど
今
後
の
高
齢

化
の
進
展
は
著
し
く
、
行
政
需
要

が
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
と
我
々
は

分
析
し
て
い
る
。
将
来
へ
備
え

て
、
現
段
階
で
可
能
な
限
り
合
併

を
推
進
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

３
�
合
併
に
よ
る
効
果

市
町
村
合
併
を
進
め
る
こ
と

で
、
財
政
の
効
率
化
が
図
ら
れ

る
。
特
に
、
人
件
費
の
削
減
効
果

が
大
き
い
。
首
長
な
ど
の
三
役
が

約
３
６
０
０
人
、
市
町
村
議
会
議

員
が
約
１
万
７
６
０
０
人
減
少
す

る
と
見
込
ま
れ
、
約
１
２
０
０
億

円
の
給
料
・
報
酬
が
削
減
で
き
る

と
推
計
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

東
京
都
西
東
京
市
で
は
合
併
後
３

年
間
で
約
２８
億
円
の
削
減
と
な
っ

た
ほ
か
、
広
島
県
廿
日
市
市
で
は

合
併
後
１０
年
間
で
約
３５
億
円
の
削

減
効
果
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、
財
政
効
果
以
外
の
面
で

も
、
岐
阜
県
郡
上
市
で
は
高
速
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
整
備
に
よ
り

山
間
部
の
告
知
放
送
不
感
地
域
の

解
消
が
図
ら
れ
た
ほ
か
、
新
潟
県

新
潟
市
で
は
旧
市
町
村
域
を
越
え

て
、
空
き
の
あ
る
保
育
所
の
利
用

が
可
能
と
な
る
な
ど
、
住
民
の
利

便
性
向
上
が
図
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
奈
良
県
五
條
市
で

は
、
常
備
消
防
の
区
域
拡
大
に
伴

う
消
防
分
署
設
置
に
よ
り
、
地
域

住
民
の
安
心
・
安
全
が
向
上
す
る

な
ど
の
効
果
が
上
が
っ
て
い
る
。

４
�
今
後
の
合
併
の
流
れ

「
市
町
村
合
併
の
特
例
等
に
関

す
る
法
律
」
（
以
下
、
「
合
併
新

法
」
）
の
期
限
は
、
２２
年
３
月
３１

日
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。
残
り
３

年
余
で
、「
市
町
村
合
併
特
例
法
」

（
以
下
、
「
旧
合
併
特
例
法
」
）

の
時
代
に
合
併
に
至
ら
な
か
っ
た

市
町
村
に
、
再
度
協
議
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

旧
合
併
特
例
法
の
時
代
で
は
、

当
事
者
で
あ
る
市
町
村
が
互
い
に

協
議
し
、
合
併
の
可
否
に
つ
い
て

決
定
し
て
い
た
。

し
か
し
、
合
併
新
法
下
で
は
、

総
務
大
臣
の
基
本
指
針
に
基
づ

き
、
都
道
府
県
が
市
町
村
の
合
併

推
進
に
関
す
る
構
想
を
策
定
。
こ

れ
に
基
づ
き
、
知
事
が
合
併
協
議

会
設
置
勧
告
や
合
併
協
議
推
進
勧

告
を
行
い
、
市
町
村
合
併
を
推
進

す
る
仕
組
み
と
し
て
い
る
。

５
�
合
併
新
法
下
で
の
財
政
措
置

合
併
新
法
下
で
も
、
合
併
に
伴

う
財
政
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
し

て
い
る
。

ま
ず
、
普
通
交
付
税
に
よ
る
措

置
と
し
て
、
▽
普
通
交
付
税
額
の

算
定
の
特
例
（
合
併
算
定
替
）
▽

合
併
直
後
の
臨
時
的
経
費
に
対
す

る
財
政
措
置
（
合
併
補
正
）
▽
都

道
府
県
の
行
う
合
併
推
進
事
業
に

対
す
る
財
政
措
置
―
―
が
講
じ
ら

れ
る
。

た
だ
し
、
合
併
算
定
替
に
つ
い

て
旧
合
併
特
例
法
で
は
、
合
併
後

１０
年
間
の
合
算
特
例
期
間
が
設
け

ら
れ
る
と
と
も
に
、
１０
年
経
過
後

の
５
年
間
に
つ
い
て
激
変
緩
和
措

置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て

い
た
が
、
合
併
新
法
で
は
合
併
し

た
時
期
に
応
じ
て
合
算
特
例
期
間

が
段
階
的
に
９
〜
５
年
間
へ
と
短

縮
さ
れ
る
。

こ
の
措
置
は
、
合
併
新
法
が
合

併
の
期
限
を
２２
年
３
月
３１
日
ま
で

と
設
定
し
、
合
算
特
例
期
間
終
了

の
時
期
を
揃
え
て
あ
る
こ
と
に
よ

る
。
な
お
、
激
変
緩
和
措
置
に
つ

い
て
は
旧
合
併
特
例
法
と
同
様
、

５
年
間
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
特
別
交
付
税
に
つ

い
て
も
、
各
種
の
措
置
が
講
じ
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

６
�
今
後
の
合
併
施
策
の
目
標

総
務
省
で
は
、
今
後
の
合
併
推

進
の
流
れ
の
中
で
、
目
標
と
し
て

掲
げ
て
い
る
点
が
２
つ
あ
る
。

第
一
に
、
既
に
合
併
し
た
団
体

が
、
市
町
村
合
併
の
効
果
を
適
切

に
発
現
し
て
い
る
か
ど
う
か
検
証

す
る
こ
と
。
第
二
に
、
こ
れ
か
ら

合
併
を
予
定
し
て
い
る
団
体
に
対

し
、
直
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
す

る
こ
と
。
合
併
に
関
す
る
障
害
が

存
在
す
る
場
合
、
こ
の
２
点
の
実

施
に
よ
り
、
問
題
点
を
拾
い
上
げ

解
決
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

最
近
、
合
併
は
一
段
落
し
た
よ

う
な
雰
囲
気
で
あ
る
が
、
総
務
省

と
し
て
は
今
後
と
も
合
併
推
進
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
７
月
２６
日
の
地
方
行
政
委
員
会

で
の
講
演
よ
り
）

地
方
行
政
委
員
会

本会

各各
委委
員員
会会
でで
のの
講講
演演
要要
旨旨
�４�

今
後
の
市
町
村
合
併

総
務
省
自
治
行
政
局
市
町
村
課
課
長
補
佐

望
月

明
雄
氏

（３） 平成１８年９月２５日 第１６２９号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報



��������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

行

事

予

定

議

会

人

事

������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

全
国
市
議
会
議
長
会
は
９
月
２２

日
、
１９
年
度
都
市
税
制
改
正
に
関

す
る
要
望
を
ま
と
め
、
自
由
民
主

党
の
税
制
調
査
会
に
提
出
し
た
。

同
党
は
例
年
、
次
年
度
税
制
改

正
の
審
議
に
当
た
り
、
関
係
団
体

か
ら
要
望
を
聴
取
し
て
い
る
。

本
会
は
、
政
府
が
示
し
た
「
骨

太
方
針
２
０
０
６
」
や
、
六
団
体

提
出
の
「
地
方
分
権
の
推
進
に
関

す
る
意
見
書
」
に
対
す
る
政
府

「
回
答
書
」内
容
の
実
現
と
、地
方

分
権
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
地
方
税

財
源
の
充
実
強
化
を
求
め
て
い

る
。
要
望
事
項
は
次
の
と
お
り
。

１
�
地
方
分
権
改
革
に
伴
う
大
幅

な
税
源
移
譲
の
実
現

２
�
都
市
税
源
の
充
実
確
保

３
�
地
方
道
路
目
的
財
源
の
充
実

強
化

４
�
基
地
交
付
金
・
調
整
交
付
金

の
増
額
確
保

５
�
政
令
指
定
都
市
等
に
対
す
る

税
制
上
の
優
遇
措
置
の
充
実
強

化
６
�
環
境
税
の
地
方
税
と
し
て
の

導
入

７
�
非
課
税
等
特
別
措
置
の
整
理

縮
小

８
�
政
治
活
動
に
関
す
る
個
人
献

金
の
税
制
上
の
優
遇
措
置
の
拡

大
９
�
地
方
税
法
・
所
得
税
法
の
改

正
に
伴
う
周
知
の
徹
底

１０
�
公
営
企
業
金
融
公
庫
廃
止

後
の
新
た
な
仕
組
み
に
係
る
非

課
税
措
置

本
年
５
月
２３
日
か
ら
７
月
２９
日

ま
で
の
間
、
梅
雨
前
線
等
の
影
響

に
よ
る
大
雨
で
、
長
野
県
、
鹿
児

島
県
、
島
根
県
な
ど
を
中
心
に
各

地
で
大
き
な
被
害
が
生
じ
た
。
政

府
は
、
こ
れ
ら
の
豪
雨
・
暴
風
雨

災
害
に
対
し
、
９
月
１３
日
、
「
激

甚
災
害
」
に
指
定
す
る
政
令
を
公

布
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
被
害
を
受
け
た

地
方
公
共
団
体
等
に
対
し
、
災
害

復
旧
事
業
の
国
庫
補
助
か
さ
上
げ

な
ど
特
別
の
財
政
援
助
が
実
施
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。

内
閣
府
の
ま
と
め
に

よ
る
と
被
害
状
況
は
、

公
共
土
木
施
設
等
の
関

係
で
約
１
３
２
３
億
円
、
農
地
・

農
業
用
施
設
・
林
道
関
係
で
約
３

４
５
億
円
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

本
会
で
は
、
特
に
７
月
１５
日
か

ら
２９
日
に
か
け
発
生
し
た
梅
雨
前

線
豪
雨
に
対
し
、
建
設
運
輸
委
員

会
（
委
員
長
�
平
舘
幸
雄
・
釜
石

市
議
会
議
長
）
と
地
方
財
政
委
員

会
（
委
員
長
�
後
藤
薫
�
・
恵
那

市
議
会
議
長
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
政

府
お
よ
び
国
会
に
対
し
、
早
期
復

旧
や
財
政
支
援
な
ど
を
求
め
る
緊

急
要
望
を
行
っ
て
い
る
�
本
紙
第

１
６
２
４
号
参
照
。

台
風
１３
号
で

延延
岡岡
市市
にに
災災
害害
救救
助助
法法

台
風
１３
号
に
よ
る
影
響
で
、
宮

崎
県
延
岡
市
で
は
突
風
な
ど
に
よ

り
、
多
数
の
人
命
・
身
体
に
被
害

が
生
じ
た
。
こ
の
た
め
、
宮
崎
県

は
９
月
１７
日
、
同
市
に
災
害
救
助

法
を
適
用
し
た
。

▽
１０
月
５
日

産
炭
地
域
振
興
協

議
会
�
総
会
（
午
後
１
時
、
大

牟
田
市
）

▽
１０
月
１０
日

全
国
市
議
会
議
長

会
�
部
会
長
会
議
（
午
後
４

時
、
藤
沢
市
）

▽
１０
月
１２
日

広
域
行
政
圏
市
議

会
協
議
会
�
正
副
会
長
・
監
事

相
談
役
会
議
（
午
後
３
時
・
松

江
市
）

▽
１０
月
１２
日

建
設
運
輸
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
午
後
３

時
・
釜
石
市
）

▽
１０
月
１６
日

市
議
会
議
員
共
済

会
�
理
事
会
（
午
後
１
時
半
、

全
国
都
市
会
館
）

▽
１０
月
１６
日

国
会
対
策
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
午
後
１

時
半
、
川
崎
市
）

▽
１０
月
１７
日

産
業
経
済
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
午
後
３

時
、
荒
尾
市
）

▼
議
長

▽
厚
木

沼
田
幸
一
（
８
・
１０
）

▽
長
浜

押
谷
憲
雄
（
８
・
１１
）

▽
恵
那

山
田
幸
典
（
８
・
１８
）

▽
常
陸
大
宮
駒
田

強（
８
・
２２
）

▽
松
阪

前
田
行
正
（
８
・
２２
）

▽
常
陸
太
田
�
木

将（
８
・
２４
）

▽
北
杜

小
澤

寛
（
８
・
２８
）

▽
知
立

高
木
正
博
（
８
・
２８
）

▽
可
児

奥
田
俊
昭
（
８
・
２８
）

▼
副
議
長

▽
厚
木

石
井
恒
雄
（
８
・
１０
）

▽
半
田

名
畑
満
彦
（
８
・
１１
）

▽
長
浜

押
谷
與
茂
嗣
（
８
・
１１
）

▽
恵
那

伊
佐
地
良
一
（
８
・
１８
）

▽
常
陸
大
宮
岡
山
和
夫（
８
・
２２
）

▽
松
阪

田
中

力
（
８
・
２２
）

▽
常
陸
太
田
梶
山
昭
一（
８
・
２４
）

▽
北
杜

林

泰
彦
（
８
・
２８
）

▽
知
立

佐
藤

修
（
８
・
２８
）

▽
可
児

角

眞
一
郎
（
８
・
２８
）

理理事事会会・・評評議議員員会会をを開開催催
１１月８・９日 ―本会

全国市議会議長会は１１月８日に理事会、翌９日に評
議員会を開催いたします。
当日は、各部会から提出された議案や平成１９年度本
会予算の見通しなどについて協議する予定です。
なお、開催のご案内は、８月２４日付で当該市の議長
宛に送付しております。

記
〈理事会〉
◆開催日時：平成１８年１１月８日（水）午後１時
◆開催場所：ルポール麹町２階「ロイヤルクリスタル」

（東京都千代田区平河町２‐４‐３）
◆議 題：（１）評議員会の運営

（２）会長提出議案
（３）平成１９年度本会予算の見通し
（４）その他

〈評議員会〉
◆開催日時：平成１８年１１月９日（木） 午前１０時
◆開催場所：日本都市センター３階「コスモスホール」

（東京都千代田区平河町２‐４‐１）
◆議 題：（１）部会提出議案

（２）会長提出議案
（３）平成１９年度本会予算の見通し
（４）その他

◆問合せ：全国市議会議長会 総務部
TEL ０３‐３２６２‐５２３４ FAX ０３‐３２６３‐５７５１

お
知
ら
せ

本
紙
１０
月
５
日
付
第
１

６
３
０
号
は
、
第
１
６
３

１
号
と
併
せ
、
１０
月
１５
日

付
第
１
６
３
０
・
３
１
号

と
し
て
発
行
し
ま
す
。

５
〜
７
月
の
豪
雨
・
暴
風
雨

政 府

激
甚
災
害
に
指
定

大大
幅幅
なな
税税
源源
移移
譲譲
のの
実実
現現
なな
どど

本 会

税
制
改
正
で
自
民
党
に
要
望

第１６２９号 平成１８年９月２５日 （４）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報


	１面
	２面
	３面
	４面

